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⼭地防災対策の基本的な考え⽅ 

 

①⼈命・財産の保全をする 

・⼭地の崩壊が直接的な原因となる不幸な災害があってはならない 

・災害の原因となった個所（崩壊地など）は、再び災害の原因個所となりうる（再度災害の阻⽌） 

・絶対的に安全・安⼼な⽣活基盤を守り、創る 

 

②再度の森林化を⽬指す（崩壊跡地は、もともと森林なので） 

・林業施業地であったなら、施業地を復元⼜は確保できれば最も良い 

・森林としての公益的機能機能（保安林など）を発現できるように復元⼜は確保する 

・森林としての公益的機能が損なわれた形だが、将来の森林化を期待できるよう少なくとも緑化

する 

 

③現在、合意されている対策の優先順位 

・ほぼ間違いなく、①＞②である 

・社会的な要請により、①≧② や ①≒② の場合もある 

 

④砂防と治⼭の原則的な棲み分け 

・②が不可なら砂防、②の⾒込みあるなら治⼭（現実は曖昧） 

 ・森林法や砂防法などでは法的にダブっていけないことはない 

 

⑤森林が存在することによる防災機能 

・絶対的ではない 

・①~③を満⾜させるためには、⾃然の治癒機能だけでなく⼈⼯的な機能補完が重要 

・⾃然の治癒機能→時間がかかる、次の災害防⽌を保証できない 

・⼈⼯的防災⼯事→すぐに実現、⾒た⽬の安⼼感 

 ・⽇本の地形は未だ侵⾷輪廻の過程にある 

 ・今後も災害は発⽣し、進化する 

 

⑥⼈⼯的な⼭地防災⼯事 

・⼈⼯物の寿命、災害の進化過程に追いつけない、社会変化要請へ応えるのに時間と⾦が必要 

・絶対的に⾒えて、絶対的でない⽭盾 
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⼟⽯流対策 
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保全対象 

⼟⽯流危険渓流における保全対象は、⼟⽯流危険区域内にある保全⼈⼝、保全⼈家、保全⽥畑、

公共施設等とし、設定に際しては計画基準点からの⽅向、距離、渓床との⽐⾼を考慮して設定する。 

 

計画規模 

原則として経験ならびに理論上、計画規模の年超過確率の降⾬量（原則として 24 時間⾬量⼜は⽇

⾬量の 100 年超過確率とする）に伴って発⽣する可能性が⾼いと判断される⼟⽯流および⼟砂とと

もに流出する流⽊等の流出量等を推定し、算出する。 

 

計画基準点(計画で扱う⼟砂量等を決定する地点。保全対象の上流に設ける) 

⼀般には保全対象の上流や

⾕の出⼝、⼟⽯流の流下区間

の下流端を計画基準点とする。

なお、⼟⽯流の堆積区間に⼟

⽯流・流⽊対策施設を設置す

る場合は、計画基準点を当該

⼟⽯流・流⽊対策施設の下流

に設けるものとし、前述の地

点を補助基準点とする。 

 

計画流出⼟砂量 

計画基準点まで流出する⼟砂量で、算出に際しては、⼟⽯流・流⽊対策施設が無い状態を想定する。 

 

計画流下許容⼟砂量 

計画基準点より下流において災害を発⽣することなく流れる⼟砂量で、原則として 0 とする。 

 

⼟⽯流・流⽊処理計画の策定の基本 

下流に災害等の問題を⽣じさせない⼟砂量等で流下させる。 

 

計画捕捉量 

計画堆砂勾配は、⼀般に既往実績等により、⼟⽯流・流⽊対策施設を配置する地点の現渓床勾配の

1/2 から 2/3 倍とする。 
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計画流出⼟砂量の算出⽅法 

計画流出⼟砂量は⽔源崩壊地調査、渓流調査等の結果に基づき算出する。ただし、流出⼟砂量の

実績値がある場合においては、実績値を考慮して算出する。 

(1) 流域内の移動可能⼟砂量（V dy1） 

Vdy1＝ Vdy11＋ Vdy12  ・・・（１１） 

Vdy11 ＝Ady11 × Ldy11  ・・・（１２） 

Ady11 ＝Bd ×De   ・・・（１３） 

 

Vdy1 ：流域内の移動可能⼟砂量（m3） 

Vdy11：流出⼟砂量を算出しようとしている地点、計画基準点あるいは補

助基準点から 1 次⾕の最上流端までの区間の移動可能渓床堆積⼟

砂量（m3） 

Vdy12：崩壊可能⼟砂量（m3） 

Ady11：移動可能渓床堆積⼟砂の平均断⾯積（m2） 

Ldy11：流出⼟砂量を算出しようとしている地点、計画基準点あるいは補助

基準点から 1 次⾕の最上流端まで渓流に沿って測った距離（m） 

B d ：⼟⽯流発⽣時に侵⾷が予想される平均渓床幅（m） 

D e ：⼟⽯流発⽣時に侵⾷が予想される渓床堆積⼟砂の平均深さ（m） 
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(２) 崩壊可能⼟砂量（Vdy12 ）の推定 

(１１) 式の Vdy12 は、0 次⾕（常時表流⽔の無い⾕）および渓流⼭腹の予想崩壊⼟砂量（m3）

である。 

0 次⾕とは、等⾼線の凹み具合をみて凹んでいる等⾼

線群の間⼝よりも奥⾏が⼩なる地形とする。 

崩壊可能⼟砂量の算出においては、地形・地質の特性

および既存崩壊の分布等を参考に、具体的な発⽣位置、

⾯積、崩壊深を推定する。 

 

 
 

(３)  Bd 、De の推定 

現地調査および近傍渓流における⼟⽯流時の洗掘状況などを参考に推定する。 
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問題 下図の既設ダムにおける計画流出⼟砂量を推定しなさい。ただし、現地調査から平均 Bd＝4

ｍ 、平均 De＝0.6ｍであり、流域全体の推定崩壊深は平均 0.5m であることがわかっている。 

 

位置情報 

関市⽩⽊野地区 ⼭地災害危険地区（崩流）ID 205-010 

座標値：E136° 56′ 41.59″, N35° 32′ 31.97″  
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基本的な（⼈⼯的）⼭地防災対策 

 

１．渓間荒廃対策 

渓床の縦侵⾷及び横侵⾷が進み、崩壊拡⼤の危険が懸念される渓流の固定や不安定⼟砂の急激な

移動防⽌、あるいは⼟⽯流による渓床、渓岸の侵⾷を防⽌して、下流への流出⼟砂を抑制及び調整

することを⽬的に、渓流の状況に応じてダム形式を適切に選択し、その機能を効果的に発揮するよ

う構造・規模を定め、適正に配置します。 

 

（ア）基本的な⼯法 

荒廃渓流においては、両岸や渓床の侵⾷防⽌のための⾕⽌⼯や不安定⼟砂の移動防⽌のための床

固⼯を適切に配置します。⼟⽯流の発⽣や巨⽯の移動が⾒られる箇所では、ダムの厚さ（堤冠厚：

放⽔路の厚さ）を通常より厚くするほか、透過型ダムの施⼯についても検討します。また、荒廃状

況に応じて、ダムを複数基配置するほか、渓流の乱流が懸念される場合は流路⼯を検討し、ダム周

辺は、可能な限り緑化・森林化に努めます。（図Ⅵ.３参照） 
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（イ）ダムの働き 
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（ウ）渓間⼯設計の基本的な考え⽅ 

１ 渓間⼯は、荒廃渓流の復旧、荒廃のおそれのある渓流等の災害予防を⽬的とする。 

２ 渓間⼯の設計に当たっては、渓流及び森林の荒廃状況、地形・地質条件等を踏まえて、保全対

象との関連を⼗分検討し、現地に最も適した⼯種、⼯法を選定しなければならない。 

３ 渓間⼯の設計に当たっては、⾃然環境の保全に配慮しなければならない。 

 

（エ）ダムの⽬的 
ダムは、渓流の縦侵⾷及び横侵⾷の防⽌により渓床の安定、⼭脚の固定及び⼟砂の流出の抑⽌・

調節を図ることを⽬的とする。 
 

（オ）ダムの構造（重⼒式無筋コンクリートの例） 

 
（カ）重要な設計事項 

本体：位置、⽅向、放⽔路天端の厚さ、⾼さ、断⾯形状（堤底の厚さ） 

放⽔路：放⽔路の位置、形状、幅、⾼さ 

地盤：⽀持⼒、摩擦抵抗⼒ 

正⾯形：基礎の根⼊れ深さ、袖部の突っ込み 

その他：洗掘防⽌対策 
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３ ⼭腹⼯は，崩壊地等の状態や特性等に応じて，⼭腹基礎⼯，⼭腹緑化⼯及び落⽯防⽌⼯の各

⼯種がそれぞれの機能を効果的に発揮しかつ相互に有機的・補完的に機能するような規模・配置

としなければならない。 

⼭腹⼯の標準的な⼯種は次のとおり。 

１ ⼭腹基礎⼯ 

①のり切⼯②⼟留⼯③埋設⼯④⽔路⼯⑤暗きょ⼯⑥張⼯⑦のり枠⼯⑧アンカー⼯⑨補強

⼟⼯⑩モルタル（コンクリート）吹付⼯ 

２ ⼭腹緑化⼯ 

（1）緑化基礎⼯ 

①柵⼯②筋⼯③伏⼯④軽量のり枠⼯ 

（2） 植⽣⼯ 

①実播⼯②植栽⼯ 

３ 落⽯防⽌⼯ 

(1) 落⽯予防⼯ 

①斜⾯切取⼯②転⽯整理⼯③被覆⼯④固定⼯⑤根固⼯ 

（2） 落⽯防護⼯ 

（3） 森林造成 
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渓間⼯の設計 

１．設計するのに必要な調査事項 

(1) 設置⽬的 

(2)地形、地質、気象、⽔⽂、植⽣、荒廃状況、社会環境等について

調査する。 

① 地形 流域⾯積、付近の⼭腹を含めた傾斜、渓岸の傾斜、渓床

勾配、瀑布の有無⾕の次数、後退性の崩壊の有無、段丘、崖錐等

顕著な地形的特徴等 

② 地質 付近の地質岩⽯の種類、崩壊など難易、⾵化の度合い、

構造物周辺の基礎岩盤状況、堆砂深⼜は⼟層深等 

③ 気象 降⽔量、積雪時期と積雪深、気温、凍結の有無等

④ ⽔⽂ 最⼤⽇⾬量、最⼤時間⾬量、超過確率⾬量、最⼤洪⽔流

量、洪⽔痕跡等 

⑤ 荒廃状況 荒廃の原因、付近の崩壊地の状況、不安定⼟砂の位

置、⾯積、深さ、量及び流出の可能性、堆積砂礫の最⼤径及び平均径等 

⑥ 植⽣ 周囲の植⽣の種類、⼯事にかかる⽀障⽊、貴重植物の種類と⼯作物に掛かる範囲等

⑦ 動物 施設を設置すると影響のあると思われる⽔⽣動物及び陸⽣動物、猛禽類等貴重な⿃類

等 

⑧ 社会環境等 保全対象、当該地に掛かる法的規制、既設構造物(治⼭施設及び他省庁の既設

施設)等 

(3) 運搬⼿段、現地搬⼊ルート、仮設道の必要性の有無、コンクリート等の資材調達等 

(4) 安全施設等 

(5) 代替施設の必要性の有無等 

２ 具体的な調査 

(1) 計画髙⽔流量（100 年確率 1 時間降⾬量） 

(2) 降⾬強度の設定 

(3) 荒廃状況の把握（崩壊地の分布、規模、形状及び渓流荒廃地の分布、規模、要因を調査） 

⼟砂の堆積状況や渓床に侵⼊している⽊本類の⽣育状況から⼟砂移動の動態特性を推定する。 

(4) ⽯礫（渓床周辺に堆積している⽯礫の礫径分布の状況（最⼩、最⼤、平均）を把握） 

(5) 周辺の⼭腹の調査（渓床周辺の⼭腹斜⾯も荒廃現況や荒廃危険地の分布を把握） 
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渓間⼯の設計（ダムの設計） 
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渓間⼯設計の実習課題 

 

①荒廃状況の把握 

→ ⼭地防災対策調査報告書を読んで、下記に郡上市⼋幡町洲河⻄会津地区の荒廃状況を

箇条書きしなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ダムの⽬的の設定 

 → 荒廃状況からダムの施⼯が必要と判断した場合、その⽬的を箇条書きしなさい。 
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③森林基本図等の地形図⼊⼿ 

 → 「県域統合型 GIS ぎふ」サイトを利⽤して、荒廃渓流の場所を特定しなさい。 

 

④集⽔区域の判読、集⽔⾯積の測定 

 → 渓流の最下部にあるダムの集⽔⾯積を出しなさい。(⼩数第 2 位四捨五⼊ 1 位⽌) 

 

⑤⾬量強度の決定 

 → ⾬量強度はいくらかにしたらよいか。下の資料を参考に決定しなさい。 

地区別の洪⽔到達時間内⾬量強度(ｒ) 

     洪⽔到達時間 
         (集⽔⾯積) 

地区区分 

10分 
(50ha未満) 

 

20分 
(50〜 

100ha未満) 

30分 
(100〜 

500ha未満) 

40分 
(500〜 
1,000ha未満) 

50分 
(1,000ha以上) 
 

     １地区   223.3   166.3   139.0   122.1    110.4
     ２地区   285.6   227.2   196.4   176.2    161.6
     ３地区   256.9   199.8  170.7   152.1    138.7
     ４地区   180.2   143.3   123.9   111.2    101.9
     ５地区   196.6   146.4   122.4   107.6     97.2
     ６地区   161.8   120.5   100.8    88.5     80.0

 

 
地区区分図 
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⑥集⽔区域内の森林状況等の検討 

→ 報告書の写真や記述内容から森林状況等を検討し、流出係数と粗度係数を決定しなさ

い。流出係数と粗度係数については以下の記述を参考にすること。 

流出係数(降⾬量に対して、渓流に流⼊する⾬⽔の⽐率をあらわす定数) 

○流出係数 ｆ１(⾃然状態) 

  地 質        浸透能不良         浸透能普通          浸透能良好 

  地 形      急峻  斜⾯  平地     急峻  斜⾯  平地     急峻  斜⾯  平地 

森林         0.65   0.55   0.45    0.55   0.45   0.35      0.45   0.35   0.25 

疎林耕地       0.75   0.65   0.55    0.65   0.55   0.45      0.55   0.45   0.35 

草地         0.85   0.75   0.65    0.75   0.65   0.55      0.65   0.55   0.45 

不⽑岩⽯地       0.90   0.80   0.70    0.80   0.70   0.60      0.70   0.60   0.50 

荒廃区域      0.70 以上 

*浸透能不良とは、流域全体を考慮して基岩が現れている、粘性⼟で浸透能が不良である場合をさす。 

*浸透能良好とは、砂質⼟、⽕⼭堆積物で粗しょうなものなど空隙の多い⼟壌をさす。 

○流出係数 f2(開発地) 

開発地種    都市地区     住宅地区     舗装道路      砂利道路      庭園芝⽣     樹   林 

          0.90〜0.95   0.70〜0.8   0.85〜0.98   0.60〜0.75   0.45〜0.55   0.35〜0.40  

○流出係数の決定⽅法 

＜計算例＞ 

流域⾯積 100ha の⾯積割合が、森林(f1=0.45)80%、荒廃区域(f1=0.70)10%、住宅地区(f2=0.70)5%、

舗装道路(f2=0.85)5%であった場合、下式のように計算する。 

       流出係数 ｆ ＝ 0.45×0.8＋0.70×0.1＋0.70×0.05＋0.85×0.05 ＝ 0.5075 

 

粗度係数（流⽔が河床や河岸などと触れる際の抵抗量を⽰した数値） 

○⼭岳地渓流 

０．０８  径 50cm 以上の⽯礫が点在 

０．０７  径 30〜50cm の⽯礫が点在（⼀般渓流） 

０．０６  河床が割合整備された渓床 

０．０５  流⽔流砂で損摩された凹凸の甚だしい⺟岩の露出渓床 

○⼭地流路 

０．０５  (0.03〜0.05)底⾯は⼤⽟⽯、レキ混じりの⽟⽯ 

０．０４  (0.04〜0.07)底⾯は砂利、⽟⽯及び若⼲の⼤⽟⽯ 

○⼈⼯⽔路等 

０．０２５ コンクリート⼈⼯⽔路 

０．０１７ 両岸⽯礫・⼩⽔路（泥⼟床） 
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⑦計画洪⽔流量の計算 

 → 下記を参考にして、最⼤洪⽔流量と計画⾼⽔流量を計算しなさい。 

○計画⾼⽔流量 

計画⾼⽔流量は、最⼤洪⽔流量に洪⽔痕跡等から推測される流量等を考慮したものとし、式Ⅰ-1

により算出する。 

Ｑmax＝Ｑ×fq ・・・・・・・・・(式Ⅰ-1) 

Ｑmax：計画⾼⽔流量(m３/s) (⼩数第 3 位四捨五⼊ 2 位⽌) 

                  Ｑ  ：最⼤洪⽔流量(m３/s) 

                  fq  ：補正係数 

補正係数は、式Ⅰ-2 により算出する。なお、算出した値が 1.0 未満の場合や、洪⽔痕跡等が確認

できなかった場合、補正係数は 1.0 とする。 

     fq＝Ａ１÷Ａ２
  ・・・・・・・・・(式Ⅰ-2) 

                  fq  ：補正係数(⼩数第 2 位四捨五⼊ 1 位⽌) 

Ａ１
 ：洪⽔痕跡等から求められる渓流等の断⾯積(m2) 

                   Ａ２
 ：最⼤洪⽔流量(Ｑ)から求められる放⽔路断⾯積(m2) 

                     (Ａ２は、余裕⾼を加えない⾯積) 

 

○最⼤洪⽔流量 

最⼤洪⽔流量は、100 年確率の⾬量強度値を⽤いて、式Ⅱ-1 (合理式)により算出する。 

Ｑ＝(1/360)×ｆ×ｒ×Ａ ・・・・・・・・・(式Ⅱ-1) 

                  Ｑ：最⼤洪⽔流量(m３/s) (⼩数第 3 位四捨五⼊ 2 位⽌) 

                  ｆ：流出係数 

                  ｒ：洪⽔到達時間内の⾬量強度(mm/hr) 

                                  Ａ：集⽔⾯積(ha) 
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⑧ダムの形式・種別の決定 

 → ダムの設置⽬的から報告書の空欄に⼭地防災対策案（復旧⽅針案）を書きなさい。 

 → 設置するダムを重⼒式コンクリートダムとした場合の形式を下表から決定しなさい。 
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⑨ダムの位置・⽅向の決定 

→ ダムの位置・⽅向についてコメントし、配布した平⾯図と縦断図に描き⼊れなさい。

ただし、下記の位置・⽅向に関する設計条件を満たすように考えなさい。 

位置 

 

 

 

 

 

 

⽅向 

 

 

 

 

 

 

 

＜設計条件＞ 

・治⼭ダムの位置 

ダムの位置は、その⽬的に応じて、適切な箇所を選定しなければならない。 

・治⼭ダムの位置の条件 

ダムの位置は、ダムの安定性が保たれるよう適切な箇所を選定しなければならない。 

・合流点付近のダムの位置 

⽀渓の合流点付近に計画するダムの位置は、原則として合流点の下流部に設けるものとする。 

・階段状ダムの位置 

ダムを階段状に計画する場合、最下流のダムの位置は、原則として堅固な基礎地盤に設けるものとする。

また、これより上流のダムの位置は、下流のダムの計画勾配等を考慮して決定するものとする。 

・ダムの⽅向 

ダムの⽅向は、上下流の渓岸、ダム⾃体の安定に影響を及ぼさないように決定するものとする。 

・ダムの計画勾配 

ダムの計画勾配は、渓床を構成する砂礫の状況、流量等を考慮し、現渓床で安定とみられる区間の勾配

を参考にして決定するものとする。 
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⑩ダム⾼の決定 

 → （平⾯図・縦断図に描き⼊れて）計画したダムについて、⾼さを決定しなさい。 

 なお、⾼さの決定にあたっては下の＜参考＞を読んで、①または②の場合と④の場合

を試算すること。④を検討する場合は、⼟⽯流対策の項を参照しなさい。 

 

＜参考＞ 

治⼭ダムの⾼さは、治⼭ダム設置の⽬的、計画勾配、施⼯箇所の状況等に応じて決定するものとする。 

治⼭ダムの⾼さは、放⽔路天端⾼を治⼭ダムの⽬的から決定して、現渓床⾯から放⽔路天端までを有効⾼

とし、床掘深を加算してダム⾼とするものである。従って、治⼭ダムの⾼さの決定とは、放⽔路天端の⾼

さを決定することである。 

 

① 不安定⼟砂の直接的移動防⽌を⽬的とする場合 

縦断的には不安定⼟砂の堆積表⾯が計画勾配線付近に位置するように⾼さを調整する。横断的には放

⽔路天端の⾼さが不安定⼟砂の堆積表⾯と同じ程度の⾼さとなるように調整する。 

② 縦横浸⾷の防⽌を⽬的とする場合 

縦横浸⾷により両岸の⼭腹斜⾯が不安定化するおそれがあるので、この部分の安定が確保できるよう

に⾼さを調整する。 

③ ⼭腹⼯事の基礎とする場合 

⼭腹⼯の基礎とする場合は、計画勾配線が⼭腹⼯施⼯範囲の上流端付近まで達するように⾼さを調整

する。 

④ 災害直後等で堆砂を⽬的とした治⼭ダムの⾼さ 

流出⼟砂量を計算し、その中で必要な抑⽌量を洪⽔勾配で堆砂した場合に抑⽌する量が確保できる⾼

さとする。 

この場合、上流からの流出⼟砂量を予測し、上流の数箇所の横断⾯を測量、抑⽌可能な堆砂量を算出

し、それに⾒合う⾼さを決定する。この場合、設置する治⼭ダムは、数基設けることもあり、それぞ

れの⾼さと抑⽌可能量を算出する。 

 

 → 検討の結果、ダムは             基を設置する必要がある。 

 

 → ダムの配置は、平⾯図と縦断図に描きいれること。 

 

 → 縦断図には「計画堆砂線」も描くこと。勾配は             とする。 
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⑪放⽔路断⾯の決定、計画⽔深の決定 

 → ⼿順⑤⑥⑦から必要な数値を確認せよ。 

→ Excel シート（放⽔路断⾯計算(治⼭ダム)2013.xls）を使⽤して決定しなさい。 

 

＜設計条件＞ 

・ダムの放⽔路の位置 

ダムの放⽔路の位置は、ダム設置箇所の上下流の渓流の状態、流⽔の⽅向等を考慮して決定するものとする。

・ダムの放⽔路の形状 

ダムの放⽔路の形状は、渓流の状況を考慮して決定するものとする。 

・ダムの放⽔路断⾯ 

ダムの放⽔路断⾯は、洪⽔時に流⽔とともに流下する砂礫、流⽔、⼟⽯流等を考慮して、余裕を⾒込んで決

定しなければならない。 

・ダム設置位置の計画⾼⽔流量 

ダム設置位置の計画⾼⽔流量は、放⽔路断⾯を求めるために⽤いるものとし、原則として洪⽔痕跡等から推

測される流量等を考慮して算定する。 

・ダムの放⽔路の下⻑ 

ダムの放⽔路の下⻑は、渓流の状況等を考慮して決定するものとする。 

・ダムの放⽔路の⾼さ 

ダムの放⽔路の⾼さは、原則として計画⾼⽔流量を基準として決定するものとする。 

 

 → 下図に決定した数値を記⼊しなさい。複数ある場合は２段書きすること。 
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⑫安定計算・堤体断⾯の決定 

 → ⼿順⑧で決定した型式は、             である。 

 

 → 下図に決定した数値を記⼊しなさい。複数ある場合は２段書きすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜設計条件＞ 

・重⼒式ダムの天端厚 

重⼒式ダムの天端厚は、流送砂礫の⼤きさ、越放⽔深、上流側の勾配等を考慮して決定する。 

 
・重⼒式ダムの安定計算に⽤いる荷重 

１ 重⼒式ダムの安定計算に⽤いる荷重は、原則として、⾃重、静⽔圧及び堆砂圧とする。ただし、必要

な場合には、安定計算に⽤いる荷重として、揚圧⼒、地震時慣性⼒、地震時動⽔圧等を加えるものと

する。 

２ ⼟⽯流を考慮する必要がある場合は、⼟⽯流の流体⼒を考慮するものとする。 

・重⼒式ダムの安定条件 

重⼒式ダムの断⾯は、次の条件のすべてを満たすものでなければならない。 
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１ 転倒に対する安定…堤体が転倒を引き起こさないこと。 

２ 滑動に対する安定…堤体が滑動を引き起こさないこと。 

３ 堤体の破壊に対する安定…堤体の最⼤応⼒に対して破壊を引き起こさないこと。 

４ 基礎地盤に対する安定…堤体の最⼤応⼒に対して基礎地盤の地耐⼒が⼗分であること。 

・ダムの基礎地盤 

治⼭ダムの基礎地盤は、⼗分な⽀持⼒、摩擦抵抗⼒を有するとともに、ダム下流のり先の洗掘、パイピング

等による破壊に対しても安全でなければならない。 

 

⑬ダム正⾯形の決定 

 → 横断⾯図にダムの正⾯形、断⾯形を設計して描きいれること。 

 

＜設計条件＞ 

・ダム基礎の根⼊れ 

ダムの基礎の根⼊れの深さは、地盤の不均質性や⾵化の速度等を考慮して、安全な深さとなるよ

うに決定しなければならない。 

 
・ダムの間詰等 

ダムの間詰等は、堤体の地⼭への取付のため掘削し、堤体取付部とならなかった残余の地⼭掘削

⾯の⾵化等を防⽌するように設置しなければならない。 

・ダムの⽔抜き 

ダムの⽔抜きは、施⼯中の排⽔及び堆砂後の浸透⽔圧の軽減が可能となるように設置する。また、

堤体の弱点とならないようにその位置、⼤きさに配慮しなければならない。 

23



・ダムの洗掘防⽌ 

ダムの基礎地盤が洗掘されるおそれがある場合は、洗掘防⽌を図るものとする。 

・ダムの伸縮継⽬ 

伸縮継⽬は、コンクリートのひび割れ軽減を⽬的として設けるものとする。 

・ダムの袖天端厚 

原則として、治⼭ダムの天端厚と同⼀とする。 

・治⼭ダムの袖天端 

ダムの袖天端は、両岸に向かって勾配（インクライン）をつけることを標準とする。 

インクラインは、治⼭ダム計画勾配以上の勾配とする。また、その⾼さは最低 50cm とし、以上

10cm 単位として、放⽔路の⾼さ以下で設定するものとする。 
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